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交通事故相談
10:00～15:00

総セ

法務相談
10:00～15:00 総セ

法務相談
10:00～15:00 総セ

脳力向上！頭のげんき塾
9:30～11:30 総セ

行政相談
10:00～15:00 総セ

いきいき健康教室
10:00～11:30 総セ

健康相談
10:00～11:30 榎公

健康相談
13:30～15:00 農改

健康相談
13:30～15:00 文化

ふれ交
とっと（2歳半）相談
13:30～15:30受付

ほっとひといき琴平
10:00～13:00 総セ

いきいき健康教室
10:00～11:30 ゆ家

いきいき健康教室
10:00～11:30 ゆ家

ほっとひといき琴平
10:00～13:00 総セ

ほっとひといき琴平
9:30～13:00 総セ

いきいき健康教室
10:00～11:30 総セ

ほっとひといき琴平
10:00～13:00 総セ

障がい者・児生活支援相談
9:00～12:00 総セ

　地域福祉ステーション

弁護士相談
13:00～15:30要予約

要予約

町政情報
カメラレポート
情報ひろば
地域活動情報ひろば
教育委員会だより
子育て情報
健康情報

私たち地域おこし協力隊！　町内の最新情報発信中！
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親子のわんわん教室
9:30～11:30ふれ交

ふれ交

ふれ交

ピヨピヨ広場
乳児相談
10:00～11:30受付
幼児相談
13:30～15:00受付

こころの健康相談
14:00～ ゆ家要予約

6

6

１歳６か月児健診
13:15～13:45受付
３歳児健診
13:45～14:15受付

医セ

医セ

健康太極拳
13:30～15:00 総セ

おれんじカフェ「わ」
13:30～15:30 ゆ家

※
本
誌
は
、NTTタ

ウ
ン
ペ
ー
ジ（
株
）に
委
託
し
、町
内
全
世
帯
を
対
象
に
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
配
布
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎
0120-030-702（

月
～
金９時

～
17時

）ま
で
。

こんぴら朝市
9:00～12:00
（一之橋公園）

こんぴら朝市
9:00～12:00
（一之橋公園）

可燃ごみ臨時収集
あり（月・木曜日収
集地区のみ）

2020

8
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特設人権相談
9:00～12:00 総セ

琴平町公式

 

ふ れ あ い 相 談

弁 護 士 相 談

少 年 相 談
行 政 相 談

法 務 相 談

地域福祉ステーション
（琴平町社会福祉協議会）
☎75-1371
地域福祉ステーション
（琴平町社会福祉協議会）
☎75-1371

13日（木）総合センター
20日（木）教養室
☎住民福祉課　75-6704

少年育成センター
☎75-0919
総合センター
☎住民福祉課　75-6704

総合センター
☎住民福祉課　75-6723

総合センター
☎企画防災課　75-6711

【前日までに要予約】 交 通 事 故 相 談

相談種別 日　　時 場所・問合せ先

【要予約】不定期開催

【要予約】

9時～17時

10時～15時 

障がい者・児生活支援相談
特 設 人 権 相 談 9時～12時

9時～12時 

516
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令和２ 6
8,511 3,929 4,582 3,715
（前月比-17人） （前月比－7人） （前月比-10人） （前月比-6世帯）

1

行事について：行事の色が　青→相談、オレンジ→福祉・保健関係、みどり→その他

山の日

8月18日（火） 13時～15時30分

8月12日（水） 10時～15時

月～金曜日（祝日以外） 
8月19日（水） 10時～15時

8月13日（木）・20日（木） 

8月20日（木）
8月27日（木） 

8月の町税等の納期
町 （ 県 ） 民 税
後期高齢者医療保険料

…2期
…2期

総セ 総合センター

ゆ家 ゆうあいの家

農改 象郷農改センター

ふれ交 ふれあい交流館
医セ 四国こどもとおとなの

医療センター

文化 文化会館 榎公 榎井公民館

町
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ

総合センター
☎人権同和室　75-6711
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問子ども・保健課 　☎75 6705

問住民福祉課　☎75 6723

問農政課　☎75 6709

問住民福祉課　☎75 6707

問観光商工課　☎75 6710

ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内（国支給分）
ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します！※1

障がい児扶養世帯応援給付金支給事業（町単独支援事業）

●支給対象者
■ 以下、①～③のいずれかに該当する方
① 令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方
② 公的年金等※²を受給していることにより、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全
額停止される方※³

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を
受給している方と同じ水準となっている方

●支給対象者
　令和２年４月27日において本町の住民基本台帳に登録されており、20歳未満であって、次の各号のいずれ
かに該当する者を扶養している世帯の代表者
① 身体障害者手帳の交付を受けている者
② 療育手帳の交付を受けている者

●給付金額 障がい児一人につき1万円

●申請方法 琴平町障がい児扶養世帯応援給付
金支給申請書兼口座届出書（様式
第１号）の提出による

●支給方法 指定された口座に振り込み

●申請期限 令和２年９月30日

日時 8月17日 (月) ～8月21日（金）
9時～16時

場所 役場２Ｆ　農政課

③ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
④ 障がい児通所サービス支給決定を受けている児童

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策（緊急事態宣言等）により日常生活に影響を受けやすい、
心身に障がいのある者を扶養している世帯に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的として支給し
ます。

●給付金額
１ 基本給付　 上記①～③のいずれかに該当する方
           　　   １世帯５万円、第２子以降１人につき３万円
２ 追加給付　 上記、基本給付金対象の①または②に該当する方のうち、　　　　　　　　　　　　 　　　
　　　  　　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
           　　   １世帯５万円　　　　　　　　　　　　　　　　

●支給手続・給付時期
児童扶養手当の認定を受けている方または申請中の方については琴平町役場から案内があります。それ以外の
方については下記窓口までお尋ねください。　　　　　　　　　　　　　

※¹　児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
※²　遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※³　既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、

令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります

令和２年　秋の農業用免税
軽油申請の受付について

　必要な書類は農政課にあります。
申請の際、印鑑が必要になりますのでご持参下
さい。
　ご不明な点がございましたら、下記の番号の
免税軽油担当までご連絡お願いします。

　7月1日付で、谷口信平
（たにぐちしんぺい）氏
が就任しました。

プロフィール
平成元年生まれ、青森県
弘前市出身。平成27年、
総務省に入省。

　取扱店は以下のとおりです（五十音順）　令和２年6月末現在

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、例年８月１５日に実施しております「平和祈
願灯ろう流し」を本年度は中止させていただくこ
ととなりましたのでお知らせいたします。

※前回、春(４月)の時に更新・継続された方は
　手続きの必要はありません。

新副町長が就任しました

人 事 異 動

琴 平 町 指 定 ご み 袋 取 扱 店 を 掲 載 し ま す

平和祈願灯ろう流しについて中止

問企画防災課　☎75 6711

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、町制
130周年記念事業は、中止となりました。

町制130周年記念事業について中止

事業者名 住　　所 事業者名 住　　所
【琴平町】 ㈲宮武商店 琴平町７５番地５

浅野金物店 琴平町榎井７６０番地１ ㈲森店 琴平町上櫛梨６１１番地１
今井商店 琴平町１８５番地 ㈲山神ふとん店 琴平町榎井７７１番地
㈲大谷商店 琴平町２９番地 ローソン琴平町榎井店 琴平町榎井７０６番地５
香川県農協琴平支店 琴平町榎井５０９番地１
㈲国時酒店 琴平町２７３番地 【まんのう町】
くにや商店 琴平町２２２番地 西村ジョイ㈱ まんのう町買田５５３番地１
㈲寿美屋 琴平町上櫛梨４６５番地１ ㈱マルナカまんのう店 まんのう町吉野下１１５５- １
セブンイレブンこんぴら店 琴平町６９６番地 ㈱マルヨシセンター満濃店 まんのう町吉野下２１２
㈲酒の京兼 琴平町７４３番地１ レデイ薬局まんのう店 まんのう町吉野下２１２
東条陶器店 琴平町１８２番地 ローソンまんのう町買田店 まんのう町買田中手５３３- １
福家さん家 琴平町１６２番地１
ふれあいセンター琴平店 琴平町上櫛梨２０８番地 【善通寺市】
㈱マルナカ琴平店 琴平町榎井７０２番地１ セブンイレブン善通寺大麻町店 善通寺市大麻町７５１- １

可燃
ごみ袋価格

不燃
ごみ袋価格

各20枚入り

大600円
中400円
小200円

各10枚入り

大400円
中300円
小200円

●町指定袋に入っていないごみは収集できません。
●可燃ごみ、不燃ごみの収集日を確認の上、
　収集日当日の午前８時までに収集場所に出してください。
町の分別収集に
ご理解・ご協力をお願いします。

意
　
注

「町民の皆様のお役に立てるよう、尽力いたします。」
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　収集日当日の午前８時までに収集場所に出してください。
町の分別収集に
ご理解・ご協力をお願いします。

意
　
注

「町民の皆様のお役に立てるよう、尽力いたします。」
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＊事前に予約が必要です。　＊住民票や戸籍の取得、住所の異動の届け出はできません。ご了承ください。

マイナンバーカード（個人番号カード）
受け取りのための8月の休日・夜間開庁日について

「広報ことひら」掲載のイベント等の延期・中止の可能性について

令和２年９月よりキャッシュレスでお買い物
またはチャージをすると上限５，０００円分の
マイナポイントがもらえる事業が始まります

休日開庁日時 ８月 23日（日）９時～ 16時 30分
夜間開庁日時 ８月 18日（火）通常業務終了後～ 18時 45分

問 住民福祉課　☎75-6704

実施場所 住民福祉課

そ の 他

時　　間 ９時から16時30分

持 参 物 本人確認書類（Ａの書類１点。もしＡの書類が
ない方は、Ｂの書類２点必要です）
Ａ…官公庁発行の顔写真付きの公的身分証

明書（1点）
　　運転免許証、運転経歴証明書、パスポー
ト、身体障害者手帳、療育手帳など

Ｂ…２点必要なもの
　　健康保険証、介護保険証、年金手帳、医
療受給者証など

　窓口の混雑状況等によりお待ちいただくこ
とがあります。

　マイナンバーカードをお持ちの方を対象として、キャッシュレス決済サービスを利用したときに、５，０００円を上限に
「マイナポイント」と呼ばれる２５％分の上乗せポイントが付与される「マイナポイント事業」が始まります。
　マイナポイントを取得するには、次のステップが必要です。

【ステップ１】マイナンバーカードの申請・取得
　マイナンバーカードの作り方がわからない方は写真撮影から申請までお手伝いしますのでご相談ください。(下記参
照)マイナンバーカードの申請から交付まで通常約１か月必要です。申請が込み合うとそれ以上の時間を要することが
見込まれますので、お早めに申請しましょう。

【ステップ２】マイナポイントの予約
　スマートフォン、パソコンに専用アプリをダウンロード後、マイナンバーカードを読み取り、カードの取得時に設定した
４桁の暗証番号を入力することで予約できます。ご自分で操作が困難な方は、町役場の専用端末でこの手続きをお手
伝いいたします（下記参照）

【ステップ３】マイナポイントの申し込み
　利用するキャッシュレス決済サービスを一つ登録します。決済サービスIDとセキュリティコードが必要です。決済サー
ビスによっては事前登録が必要な場合があります。
　
◎マイナンバーカードの作成のお手伝いをしています
　町では、マイナンバーカードの作成に必要な顔写真を無料で撮影し、そのままオンラインで申請までのお手伝いをし
ます。スマートフォンをお持ちでない方もその場で申請ができますので、ぜひご利用ください。
　事前予約をしていただくと手続きがスムーズです。（☎７５－６７０４）

◎マイナポイントの予約・申込もお手伝いしています。

　マイナンバーカードと希望するキャッシュレス決済サー
ビスIDなどをお持ちの上、気軽にご相談ください。窓口
の混雑状況によりお待ちいただくことがあります。あら
かじめご了承ください。
　マイナンバーカードやマイナポイントなど詳しくは　

マイナポイントに乗じた詐欺に
ご注意ください！

総務省　マイナポイント

　時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、当自治会連合会の運営に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
令和２年度琴平町自治会連合会総会（書面表決）の結果をお知らせいたします。
下記のとおり、すべての議案について過半数の承認をいただき可決されたことをご報告申し上げます。
　自治会連合会会員皆様のご協力に深謝するとともに、引き続き当自治会連合会の運営にご理解ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

記

１　令和２年度琴平町自治会連合会総会（書面表決）議決議案
第１号議案　令和元年度琴平町自治会連合会事業報告について         承認　110　　　　不承認 4　 　　　
第２号議案　令和２年度琴平町自治会連合会事業計画（案）　　　　    承認　111　　　　不承認 3　　　　

２　議決結果
　　すべての議案について、過半数の承認を受け可決した。

●交通事故防止対策・運動への協力
●防犯活動への協力
●社会を明るくする運動への協力
●社会福祉活動への協力
●分別収集及び環境美化推進運動への協力
●自主防災組織の啓発及び消防団員の新規加入への協力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

香川県連合自治会表彰

自治会連合会だより

令和2年度琴平町自治会連合会事業計画

～自治会に入りませんか～
　琴平町には、114の自治会があり、それぞ
れの単位自治会が安全安心で快適な生活が
送れるよう以下のような様々な活動を実施し
ています。
　会員が多いほど地域行事も活発に行われ、
地域の皆さんの連携も深まります。
　地域で抱える課題などもスムーズに解決で
きるようになり、地域が活性化します。
　また、実際に災害が発生したときの助け合
いや犯罪のない安全な生活を送るためには、
近所づきあいに代表される地域のつながりが
最も頼りになります。
　琴平町自治会連合会では、多くの皆さんが
地域活動に参加して、お互いの顔が見え、安
心して暮らせるまちづくりが進むよう、自治会
の加入促進や活動の支援に取り組んでいま
す。
　皆さんの加入をお待ちしています。

問企画防災課　☎75 6711

おめでとうございます！

六条前川自治会
片山　隆二　様

大西山第２自治会
藤村　利仁　様

　新型コロナウイルス感染症の影響により、広報ことひらに掲載しているイベント等が延期・中止になる可能
性があります。開催状況等につきましては、各イベント等お問い合わせ先に確認していただきますようお願い
申しあげます。
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＊事前に予約が必要です。　＊住民票や戸籍の取得、住所の異動の届け出はできません。ご了承ください。

マイナンバーカード（個人番号カード）
受け取りのための8月の休日・夜間開庁日について

「広報ことひら」掲載のイベント等の延期・中止の可能性について

令和２年９月よりキャッシュレスでお買い物
またはチャージをすると上限５，０００円分の
マイナポイントがもらえる事業が始まります

休日開庁日時 ８月 23日（日）９時～ 16時 30分
夜間開庁日時 ８月 18日（火）通常業務終了後～ 18時 45分

問 住民福祉課　☎75-6704

実施場所 住民福祉課

そ の 他

時　　間 ９時から16時30分

持 参 物 本人確認書類（Ａの書類１点。もしＡの書類が
ない方は、Ｂの書類２点必要です）
Ａ…官公庁発行の顔写真付きの公的身分証

明書（1点）
　　運転免許証、運転経歴証明書、パスポー
ト、身体障害者手帳、療育手帳など

Ｂ…２点必要なもの
　　健康保険証、介護保険証、年金手帳、医
療受給者証など

　窓口の混雑状況等によりお待ちいただくこ
とがあります。

　マイナンバーカードをお持ちの方を対象として、キャッシュレス決済サービスを利用したときに、５，０００円を上限に
「マイナポイント」と呼ばれる２５％分の上乗せポイントが付与される「マイナポイント事業」が始まります。
　マイナポイントを取得するには、次のステップが必要です。

【ステップ１】マイナンバーカードの申請・取得
　マイナンバーカードの作り方がわからない方は写真撮影から申請までお手伝いしますのでご相談ください。(下記参
照)マイナンバーカードの申請から交付まで通常約１か月必要です。申請が込み合うとそれ以上の時間を要することが
見込まれますので、お早めに申請しましょう。

【ステップ２】マイナポイントの予約
　スマートフォン、パソコンに専用アプリをダウンロード後、マイナンバーカードを読み取り、カードの取得時に設定した
４桁の暗証番号を入力することで予約できます。ご自分で操作が困難な方は、町役場の専用端末でこの手続きをお手
伝いいたします（下記参照）

【ステップ３】マイナポイントの申し込み
　利用するキャッシュレス決済サービスを一つ登録します。決済サービスIDとセキュリティコードが必要です。決済サー
ビスによっては事前登録が必要な場合があります。
　
◎マイナンバーカードの作成のお手伝いをしています
　町では、マイナンバーカードの作成に必要な顔写真を無料で撮影し、そのままオンラインで申請までのお手伝いをし
ます。スマートフォンをお持ちでない方もその場で申請ができますので、ぜひご利用ください。
　事前予約をしていただくと手続きがスムーズです。（☎７５－６７０４）

◎マイナポイントの予約・申込もお手伝いしています。

　マイナンバーカードと希望するキャッシュレス決済サー
ビスIDなどをお持ちの上、気軽にご相談ください。窓口
の混雑状況によりお待ちいただくことがあります。あら
かじめご了承ください。
　マイナンバーカードやマイナポイントなど詳しくは　

マイナポイントに乗じた詐欺に
ご注意ください！

総務省　マイナポイント

　時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、当自治会連合会の運営に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
令和２年度琴平町自治会連合会総会（書面表決）の結果をお知らせいたします。
下記のとおり、すべての議案について過半数の承認をいただき可決されたことをご報告申し上げます。
　自治会連合会会員皆様のご協力に深謝するとともに、引き続き当自治会連合会の運営にご理解ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

記

１　令和２年度琴平町自治会連合会総会（書面表決）議決議案
第１号議案　令和元年度琴平町自治会連合会事業報告について         承認　110　　　　不承認 4　 　　　
第２号議案　令和２年度琴平町自治会連合会事業計画（案）　　　　    承認　111　　　　不承認 3　　　　

２　議決結果
　　すべての議案について、過半数の承認を受け可決した。

●交通事故防止対策・運動への協力
●防犯活動への協力
●社会を明るくする運動への協力
●社会福祉活動への協力
●分別収集及び環境美化推進運動への協力
●自主防災組織の啓発及び消防団員の新規加入への協力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

香川県連合自治会表彰

自治会連合会だより

令和2年度琴平町自治会連合会事業計画

～自治会に入りませんか～
　琴平町には、114の自治会があり、それぞ
れの単位自治会が安全安心で快適な生活が
送れるよう以下のような様々な活動を実施し
ています。
　会員が多いほど地域行事も活発に行われ、
地域の皆さんの連携も深まります。
　地域で抱える課題などもスムーズに解決で
きるようになり、地域が活性化します。
　また、実際に災害が発生したときの助け合
いや犯罪のない安全な生活を送るためには、
近所づきあいに代表される地域のつながりが
最も頼りになります。
　琴平町自治会連合会では、多くの皆さんが
地域活動に参加して、お互いの顔が見え、安
心して暮らせるまちづくりが進むよう、自治会
の加入促進や活動の支援に取り組んでいま
す。
　皆さんの加入をお待ちしています。

問企画防災課　☎75 6711

おめでとうございます！

六条前川自治会
片山　隆二　様

大西山第２自治会
藤村　利仁　様

　新型コロナウイルス感染症の影響により、広報ことひらに掲載しているイベント等が延期・中止になる可能
性があります。開催状況等につきましては、各イベント等お問い合わせ先に確認していただきますようお願い
申しあげます。
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ごみの出し方について

野焼きの禁止について

問 住民福祉課　☎75-6707

問 住民福祉課　☎75-6707
農政課　☎75-6709

指定時間を厳守しましょう

よくあるお問い合わせ

　ごみは決められた日の朝８時までに指定の収集場所に出しましょう。朝８時以降に指定場所へ
ごみを出されても収集できませんので時間厳守でお願いします。
分別にご協力を
　ごみは、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみにきちんと分別をし、町指定袋に必ず入れて出すようにしてください。
指定袋以外（買い物袋等）でごみを出されても収集いたしません。

●ご自宅の剪定などで発生した草木にも町指定の可燃ごみ袋に入れて出していただくか、可燃ごみ袋を貼り付
けて出すようにしてください。
●公共の場所などをボランティアで清掃した際に発生したごみにつきましては、ボランティアごみ袋を配布して
おります。まとまった量のごみが発生する場合はご相談下さい。
●自転車などの袋に入らない不燃ごみは町指定の不燃ごみ袋を貼り付けて出してください。
●資源ごみで出し忘れた、または出すことができないプラスチック製のごみは可燃ごみでの収集となります。

　野外での廃棄物の焼却は、農業を営む上で、やむを
得ない場合など、一部の例外をのぞいて法律で禁止
となっています。　　
　家庭から出たごみは、自分で焼却せず、可燃ごみ収
集日に町指定の袋で出すなど、適切に処理しましょう。
なお、事業により発生した一般廃棄物の処理について
は、町が認可した業者（現在、１４社が登録）に収集依
頼することができます。ご不明な点があればご相談く
ださい。

お盆期間中のし尿汲取りについて

問 住民福祉課　☎75-6707

　し尿の汲取りをお急ぎの場合は、お盆休み前の平
日に早めの連絡をお願いします。
　下記の期間中は、業者がお盆休みのため汲取りが
できません。

　※お盆期間中の受付は、平日に住民福祉課で承り
ますが、業者が汲取りにお伺いするのは、休業期間後
になりますのでご注意ください。

(有)森清掃社　８月１３日(木)～１６日(日)
(有)西本衛生　８月１３日(木)～１６日(日)

ごみは指定場所へ
　収集場所は、各自治会等で維持管理されています。無断で他の収集場所へごみを出さないようにしましょう。
また、ごみを道路や河川・用水・空き地・山林などに捨てると法律により罰せられます。
※迷惑行為を発見した場合は、役場・警察へご相談ください。
休日等の収集

休業期間

　土日、祝日（振替休日）、年末年始は原則として、収集業務は実施しておりません。臨時収集を行う場合は事前
に広報誌にて周知いたします。

　８月10日（月）は祝日ですが、可燃ごみ収集地区の臨時収集を行います。

茶色ビン
その他
プラスチック
合　  計

1,225
460
3,410
26,243

無色ビン 1,378

169,810
6月分資源ごみ処理費用 395,340円

6月分資源収集状況
品　　名 収集量（単位：kg） 売却費（円）

アルミ缶
雑鉄
スチール缶
新聞
雑誌
段ボール
ペットボトル

800
470
630
6,230
6,260
3,920

16,000
470
1,260
62,300
43,820
31,360

1,460 14,600

品　　名 収集量（単位：kg） 売却費（円）

※再商品化のた
め分別収集を
行っています。

※新聞・段ボール・雑誌は、それぞれ別々にまとめて、資源収集日に出してください。

おめでとうございます
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ごみの出し方について

野焼きの禁止について

問 住民福祉課　☎75-6707

問 住民福祉課　☎75-6707
農政課　☎75-6709

指定時間を厳守しましょう

よくあるお問い合わせ

　ごみは決められた日の朝８時までに指定の収集場所に出しましょう。朝８時以降に指定場所へ
ごみを出されても収集できませんので時間厳守でお願いします。
分別にご協力を
　ごみは、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみにきちんと分別をし、町指定袋に必ず入れて出すようにしてください。
指定袋以外（買い物袋等）でごみを出されても収集いたしません。

●ご自宅の剪定などで発生した草木にも町指定の可燃ごみ袋に入れて出していただくか、可燃ごみ袋を貼り付
けて出すようにしてください。
●公共の場所などをボランティアで清掃した際に発生したごみにつきましては、ボランティアごみ袋を配布して
おります。まとまった量のごみが発生する場合はご相談下さい。
●自転車などの袋に入らない不燃ごみは町指定の不燃ごみ袋を貼り付けて出してください。
●資源ごみで出し忘れた、または出すことができないプラスチック製のごみは可燃ごみでの収集となります。

　野外での廃棄物の焼却は、農業を営む上で、やむを
得ない場合など、一部の例外をのぞいて法律で禁止
となっています。　　
　家庭から出たごみは、自分で焼却せず、可燃ごみ収
集日に町指定の袋で出すなど、適切に処理しましょう。
なお、事業により発生した一般廃棄物の処理について
は、町が認可した業者（現在、１４社が登録）に収集依
頼することができます。ご不明な点があればご相談く
ださい。

お盆期間中のし尿汲取りについて

問 住民福祉課　☎75-6707

　し尿の汲取りをお急ぎの場合は、お盆休み前の平
日に早めの連絡をお願いします。
　下記の期間中は、業者がお盆休みのため汲取りが
できません。

　※お盆期間中の受付は、平日に住民福祉課で承り
ますが、業者が汲取りにお伺いするのは、休業期間後
になりますのでご注意ください。

(有)森清掃社　８月１３日(木)～１６日(日)
(有)西本衛生　８月１３日(木)～１６日(日)

ごみは指定場所へ
　収集場所は、各自治会等で維持管理されています。無断で他の収集場所へごみを出さないようにしましょう。
また、ごみを道路や河川・用水・空き地・山林などに捨てると法律により罰せられます。
※迷惑行為を発見した場合は、役場・警察へご相談ください。
休日等の収集

休業期間

　土日、祝日（振替休日）、年末年始は原則として、収集業務は実施しておりません。臨時収集を行う場合は事前
に広報誌にて周知いたします。

　８月10日（月）は祝日ですが、可燃ごみ収集地区の臨時収集を行います。

茶色ビン
その他
プラスチック
合　  計

1,225
460
3,410
26,243

無色ビン 1,378

169,810
6月分資源ごみ処理費用 395,340円

6月分資源収集状況
品　　名 収集量（単位：kg） 売却費（円）

アルミ缶
雑鉄
スチール缶
新聞
雑誌
段ボール
ペットボトル

800
470
630
6,230
6,260
3,920

16,000
470
1,260
62,300
43,820
31,360

1,460 14,600

品　　名 収集量（単位：kg） 売却費（円）

※再商品化のた
め分別収集を
行っています。

※新聞・段ボール・雑誌は、それぞれ別々にまとめて、資源収集日に出してください。

おめでとうございます
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④

部 落 差 別 解 消 推 進 法

防災行政無線放送が聞き取れない場合の内容確認の方法

部落差別解消推進法とは？
　本町においては、１９９３年の「人権尊重都市」宣言以降、人権に関する条例や行動計画、基本指針を策定し、同和問題
の解決に努めてきました。
　部落差別解消推進法は、２０１６年12月、それまでの特別措置法(２００２年終了)ではなく恒久法として施行されました。
　同法成立の背景には、現に部落差別が存在していることやインターネットによる差別書き込みや差別情報の発信な
ど新たな部落差別事象の発生により深刻な人権侵害が起きていることが挙げられます。

部落差別解消推進法の施行を受けて
■行政機関等の責務
　　同法は、部落差別解消に向けた行政の責務を明記し、三つの取組を定めています。第一は、相談体制の充実、第二
は、教育・啓発の推進、第三は、差別実態の調査です。町職員や教職員などが同法の趣旨を正しく理解し、自覚した取
組を推進しなければなりません。
■企業の責務
　　同和問題を解決する上で、採用時や職場内での部落差別をなくすことが企業の責務です。　
　　厚生労働省は、採用に関して本人の適性によってのみ決定するよう事業者に公正採用の徹底を求めています。面
接では、本籍地や家庭環境など、本人に責任のない事柄や予断を与えるおそれのある質問はできないことになって
います。（職業安定法第五条４指針）
　　また、採用時の身元調査も差別選考につながるおそれがあります。従業員数50名以上の所に設置されている公
正採用選考人権啓発推進員制度の活性化も確認したいものです。
■市民生活の中で
　　１９７０年に同和対策事業が始まり、地区の生活環境改善や就職や進学支援など実態的差別をなくす取組（特別対
策）は、一定の目的を達成したと言えます。
　　しかし、２０１５年に実施した意識調査では、「結婚や就職などで差別が残っているという回答が30％近く見られま
した。このことから教育･啓発による心理的差別の解消に向けて、住民一人ひとりの「理解を深める」実践が問われて
います。
　　「無知が差別を生む」と聞きます。人権情報(広報誌)や各種講演会、学校での人権関係の行事など、うわさや思い
込み、風評に対する正しい認識を得る場面は身近なところで多くあります。そのどれかをきっかけに合理的に考え、行
動することは、今を生きる者としての責任と考えるのは難しいことでしょうか。
　　香川県は８月を同和問題啓発強調月間として設定しています。いろいろな場面でプラスの出会いや発見があるこ
とを期待します。

問人権同和室　☎75 6711

　町は、災害情報などを皆様に伝達するため、防災行政無線による一斉放送を実施していますが、
聞こえない場合もあると思います。
　町では、「聞こえない」、「聞き逃した」などに備え、電話で確認できる体制を整えています。電話番
号、[７５－６８１２・６８１３・６８１４・６８１５・６８１６・６８１７]に電話していただくと内容を確認することがで
きます。ぜひ、ご利用ください。

　町では、災害情報を防災ラジオでも放送しています。防災ラジオは、町の補助により、千円の負
担金でご家庭に設置できます。このラジオは、ラジオ放送（AM、FM）を聞いていても、防災情報を
自動的に割り込んで受信でき、懐中電灯としても使える優れものです。多くのご家庭で利用してい
ただいていますが、まだのご家庭はこの機会にぜひ、置いていただき安全・安心を確保しましょう。

台風対策
　本格的な台風シーズンの到来です。
　日本では毎年、いくつもの台風が接近・上陸し、各地で被害が出ていますが、台風は、その進路、
影響を受ける時間等をある程度予測でき、事前の準備により、被害を軽減できます。
台風接近に備え、家の外と中でできる対策を行い、台風の被害を受けないよう、準備をしましょう。

●家の外での台風接近への備え
◆雨戸、窓をしっかりと閉め、ガラス窓等はガムテープなどで飛散防止
◆ベランダの排水溝、家の周りの側溝や排水溝を掃除し、浸水被害防止
◆自転車、植木、物干し等飛びそうな物はしっかり固定するか室内に収納
　
●家の中での台風対策
◆非常用物品（食料・飲料水、常備薬や救急用品、貴重品・お金、通帳・印鑑、下着・タオル、懐中電灯（電池）、
　ラジオ、マッチ・ライター等）を袋などにまとめて準備
◆断水に備え、浴槽やバケツなどに貯水
◆家族で緊急時の連絡手段や方法、集合場所（避難場所）や避難経路を確認

●他に気をつける事
◆台風情報、町の避難情報などに注意
◆台風が過ぎるまで、外出せず、自宅で待機
◆避難は、台風が来る前に指定避難所へ避難 
◆台風のさなか、決して川や水路、畑等の確認に行かない。

　「備えあれば憂いなし、準備は「いつか、そのうち」と思わず、できる時、今、行い、台風の危険から自分、家族の
身を守りましょう。
　　
　来月は、「家庭における備蓄」を計画しています。
　ご質問やご意見がありましたら、企画防災課までご連絡を下さい。

不動産鑑定無料相談会の開催
　公益社団法人香川県不動産鑑定士協会所属
の不動産鑑定士が、土地・建物等の不動産の価
格や土地取引に関する相談に無料で応じます。

日　　時　令和２年10月２日（金）10時～16時
場　　所　高松会場：県庁本館１階　ギャラリー前
　　　　　丸亀会場：丸亀市役所２階　相談室
留意事項　事前の申し込みは不要です。
　　　　　直接会場にお越しください。
主　　催　公益社団法人香川県不動産鑑定士協会
後　　援　香川県

問  公益社団法人香川県不動産鑑定士協会事務局
　　　　　　　　高松市西内町３―７　森ビル２F
　　　　　　　 ☎087-822-8785

問 企画防災課　☎７５ ６７11

　Jアラートは弾道ミサイル情報、緊急地震速報等の緊急事態を町防災行政無線で伝達するシステムで
す。訓練では、放送が流れますが、対応行動は必要ありません。

Ｊアラート全国一斉情報伝達訓練

日 時 8月5日（水）11時 配信文「これはＪアラートのテストです。」×３回
18時～20時
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　同法成立の背景には、現に部落差別が存在していることやインターネットによる差別書き込みや差別情報の発信な
ど新たな部落差別事象の発生により深刻な人権侵害が起きていることが挙げられます。

部落差別解消推進法の施行を受けて
■行政機関等の責務
　　同法は、部落差別解消に向けた行政の責務を明記し、三つの取組を定めています。第一は、相談体制の充実、第二
は、教育・啓発の推進、第三は、差別実態の調査です。町職員や教職員などが同法の趣旨を正しく理解し、自覚した取
組を推進しなければなりません。
■企業の責務
　　同和問題を解決する上で、採用時や職場内での部落差別をなくすことが企業の責務です。　
　　厚生労働省は、採用に関して本人の適性によってのみ決定するよう事業者に公正採用の徹底を求めています。面
接では、本籍地や家庭環境など、本人に責任のない事柄や予断を与えるおそれのある質問はできないことになって
います。（職業安定法第五条４指針）
　　また、採用時の身元調査も差別選考につながるおそれがあります。従業員数50名以上の所に設置されている公
正採用選考人権啓発推進員制度の活性化も確認したいものです。
■市民生活の中で
　　１９７０年に同和対策事業が始まり、地区の生活環境改善や就職や進学支援など実態的差別をなくす取組（特別対
策）は、一定の目的を達成したと言えます。
　　しかし、２０１５年に実施した意識調査では、「結婚や就職などで差別が残っているという回答が30％近く見られま
した。このことから教育･啓発による心理的差別の解消に向けて、住民一人ひとりの「理解を深める」実践が問われて
います。
　　「無知が差別を生む」と聞きます。人権情報(広報誌)や各種講演会、学校での人権関係の行事など、うわさや思い
込み、風評に対する正しい認識を得る場面は身近なところで多くあります。そのどれかをきっかけに合理的に考え、行
動することは、今を生きる者としての責任と考えるのは難しいことでしょうか。
　　香川県は８月を同和問題啓発強調月間として設定しています。いろいろな場面でプラスの出会いや発見があるこ
とを期待します。

問人権同和室　☎75 6711

　町は、災害情報などを皆様に伝達するため、防災行政無線による一斉放送を実施していますが、
聞こえない場合もあると思います。
　町では、「聞こえない」、「聞き逃した」などに備え、電話で確認できる体制を整えています。電話番
号、[７５－６８１２・６８１３・６８１４・６８１５・６８１６・６８１７]に電話していただくと内容を確認することがで
きます。ぜひ、ご利用ください。

　町では、災害情報を防災ラジオでも放送しています。防災ラジオは、町の補助により、千円の負
担金でご家庭に設置できます。このラジオは、ラジオ放送（AM、FM）を聞いていても、防災情報を
自動的に割り込んで受信でき、懐中電灯としても使える優れものです。多くのご家庭で利用してい
ただいていますが、まだのご家庭はこの機会にぜひ、置いていただき安全・安心を確保しましょう。

台風対策
　本格的な台風シーズンの到来です。
　日本では毎年、いくつもの台風が接近・上陸し、各地で被害が出ていますが、台風は、その進路、
影響を受ける時間等をある程度予測でき、事前の準備により、被害を軽減できます。
台風接近に備え、家の外と中でできる対策を行い、台風の被害を受けないよう、準備をしましょう。

●家の外での台風接近への備え
◆雨戸、窓をしっかりと閉め、ガラス窓等はガムテープなどで飛散防止
◆ベランダの排水溝、家の周りの側溝や排水溝を掃除し、浸水被害防止
◆自転車、植木、物干し等飛びそうな物はしっかり固定するか室内に収納
　
●家の中での台風対策
◆非常用物品（食料・飲料水、常備薬や救急用品、貴重品・お金、通帳・印鑑、下着・タオル、懐中電灯（電池）、
　ラジオ、マッチ・ライター等）を袋などにまとめて準備
◆断水に備え、浴槽やバケツなどに貯水
◆家族で緊急時の連絡手段や方法、集合場所（避難場所）や避難経路を確認

●他に気をつける事
◆台風情報、町の避難情報などに注意
◆台風が過ぎるまで、外出せず、自宅で待機
◆避難は、台風が来る前に指定避難所へ避難 
◆台風のさなか、決して川や水路、畑等の確認に行かない。

　「備えあれば憂いなし、準備は「いつか、そのうち」と思わず、できる時、今、行い、台風の危険から自分、家族の
身を守りましょう。
　　
　来月は、「家庭における備蓄」を計画しています。
　ご質問やご意見がありましたら、企画防災課までご連絡を下さい。

不動産鑑定無料相談会の開催
　公益社団法人香川県不動産鑑定士協会所属
の不動産鑑定士が、土地・建物等の不動産の価
格や土地取引に関する相談に無料で応じます。

日　　時　令和２年10月２日（金）10時～16時
場　　所　高松会場：県庁本館１階　ギャラリー前
　　　　　丸亀会場：丸亀市役所２階　相談室
留意事項　事前の申し込みは不要です。
　　　　　直接会場にお越しください。
主　　催　公益社団法人香川県不動産鑑定士協会
後　　援　香川県

問  公益社団法人香川県不動産鑑定士協会事務局
　　　　　　　　高松市西内町３―７　森ビル２F
　　　　　　　 ☎087-822-8785

問 企画防災課　☎７５ ６７11

　Jアラートは弾道ミサイル情報、緊急地震速報等の緊急事態を町防災行政無線で伝達するシステムで
す。訓練では、放送が流れますが、対応行動は必要ありません。

Ｊアラート全国一斉情報伝達訓練

日 時 8月5日（水）11時 配信文「これはＪアラートのテストです。」×３回
18時～20時
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6 /11ハンドジェル贈呈式

　新型コロナウイルス感染症防止のため、こ
んぴらライオンズクラブ（山本順子会長）より
３ケースのハンドジェルを贈呈いただきまし
た。片岡町長は「大変ありがたく、有効活用さ
せていただきたい」などと話をしました。
　贈呈いただいたハンドジェルは、町内の小
中学校や幼稚園等で使用する予定です。　
誠にありがとうございました。

「こんぴら朝市」再開

　コロナ禍により休止していた「こんぴら朝市」ですが、ようや
く再開できることとなり、早速、４件の出店が早朝から一之橋
公園に軒を連ねました。
　観光客もまばらで、まだまだ人通りも少ない中でしたが、近
所の方を中心に、延べ２００人ほどが来訪され、とれたての野菜
やパンなどを購入していました。最近、自宅で過ごす方が増え
たこともあり、観賞用メダカの販売が大変人気で、用意したメ
ダカは完売していました。
　また、県と町で実施している地球温暖化防止事業「グリーン
カーテンプロジェクト」の一環として、来訪者へ朝顔とゴーヤの
種の配布も行われました。

6 /14

アートの先生がやってきた

　子どもアート教室講師の石井真咲喜先生を招き、
北幼稚園の園児が葉っぱと絵具を使って絵画に取り
組みました。
　園庭で拾った葉っぱ。同じような葉っぱでも、一人

ひとり感じ方は違って、「ザラザラや！」「この葉っぱ裏が白いわ！」
と楽しそうに話をしていました。葉っぱを描くために、緑色の絵
具が欲しい。しかし、緑色の絵の具はありません。子どもたちは、
赤・青・黄色どの色を混ぜると緑色になるのかなと、少しずつ混
ぜ合わせていました。最後には、いろいろな緑色の葉っぱが出来
上がり、絵具の面白さや楽しさを感じていました。
　この事業は、香川県教育委員会が行っている「家族でアート
推進事業」の一環で、県内の幼稚園や保育所にアートの先生を
派遣し、アートの楽しさを感じたり創作活動の機会を提供したり
しています。年間５回程行われ、秋にはおうちの方との創作活動
も予定されています。
　アートの先生との時間を心待ちにしている子どもたち、次はど
んな楽しいことが待っているのでしょう。

6 /23
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日時時
お問い合わせ問 資格資 定員定 規制規 その他他

場所所 料金料 内容内 対象対 申込み申

地域活動情報ひろば

相　談

その他

試　験

お知らせ

募　集

◆ 国産と香川県産木材で工作教室

８月９日（日）
午前の部　９時～12時
午後の部　13時30分～16時30分
香川県満濃池森林公園　森林学習
展示館
800円　
各10名（電話受付先着順）
８月１日～８月５日　
公園管理事務所　☎57-6520

◆ ガーデンセミナー
　 ①「家庭果樹の育て方」
　 ②「バラの夏剪定（実習）」

８月30日（日）
①9時30分～11時45分
②13時30分～15時45分
番の州公園　管理事務所
（旧番の州プール西隣）
①②各500円
①ご家庭にある各果樹の手入れ方
法について、楽しく学べます。
※申込時に知りたい果樹名をご記
入ください。
②秋バラを咲かせる為の剪定方法
や手入れ方法を実演・実習で学べ
る、バラ栽培初心者対象のセミ
ナーです。
各回終了後に園芸相談会も行います。
①②先着20名
7月19日（日）から受付開始
FAX又は郵便、Eメールにて（電話
申込みは不可）
住所・氏名・年齢・性別・電話番号・質
問事項を明記の上、下記宛先まで
〒762-0063　
坂出市番の州公園５番地
坂出緩衝緑地　管理事務所　
☎45-6820　FAX43-5213
E-mail　info@bannosu5.com

◆ 「司法書士の日」記念無料相談会

８月８日（土）10時～15時
丸亀市生涯学習センター講座室１
１）相続登記、遺産分割、遺言など
相続関係
２）贈与、売買、不動産の名義変更
など不動産登記全般
３）会社設立など会社法人登記全般
４）アパート賃貸トラブル、金銭トラ
ブルなどの身近な相談
5）成年後見関係
要予約（前日までに下記お問い合
わせ先へ）
県司法書士会　
☎087-821-5701

◆ 無料調停相談会

９月12日（土）10時～15時
善通寺市民会館　２階会議室
交通事故・多重債務・土地建物・離
婚・相続問題等
（予約不要）
善通寺調停協会　☎62-0315

◆ 自衛官採用試験

①自衛官候補生
　男子９月中旬頃　女子９月下旬頃
②一般曹候補生　
　１次試験９月18日～20日の内１日
18歳以上33歳未満の男女
９月10日（木）まで　志願票提出方式
自衛隊善通寺地域事務所　
☎63-2363

◆ 令和３年度（2021年度）
　 香川県立農業大学校学生募集

担い手養成科：野菜園芸、花き園
芸、果樹園芸、造園緑化、畜産の５

コース　計45名
①推薦入学試験
願書受付：９月24日（木）～10月７日
（水）（当日消印有効）
試験日時：10月15日（木）
②一般入学試験（前期）
願書受付：12月１日（火）～12月14
日（月）（当日消印有効）
試験日時：令和3年１月７日（木）
③一般入学試験（後期）
願書受付：令和３年２月２日（火）～２
月８日（月）（当日消印有効）
試験日時：令和３年２月16日（火）
香川県立農業大学校　教務課
☎75-1141

◆ シルバー会員の入会説明会

働く意欲のある元気な方、健康と
生きがいづくりをサポートします。
毎月の説明会をそれぞれの地区セ
ンターで行います。
8月20日（木）13時30分～
仲善広域シルバー人材センター
（琴平地区センター１階会議室）
昭和36年３月31日以前に生まれた方
持参物がありますので、事前にご
連絡ください。
(公社）仲善広域シルバー人材センター
琴平地区センター　☎75-0277

◆ 四国学院大学　オープンキャンパス

8月22日（土）　
11時～15時30分（予定）
四国学院大学
大学紹介、モデル授業、個別相談
会、演劇体験ワークショップ、保護
者対象説明会、キャンパスツアーな
ど。
無料送迎バスあり（要予約）
※ホームページ
（https://www.sg-u.ac.jp）から
も予約可能です。
入試課
☎0120-459-433
E-mail：info＠sg-u.ac.jp

令和２年度中讃広域行政事務組合職員採用試験

平成3年４月２日以後に
に生まれた人

受験資格など職　　　種 採用予定人員

行政事務
（大学卒）

大学（短期大学・高等専門学校を除
く。）を卒業した人（令和３年３月まで
に卒業見込みの人を含む。）又は同等の
資格があると認める人

９月6日（日）

◇受付期間＝7月20日（月）～８月１4日（金）・午前
９時～午後４時（ただし、郵送の場合は８月１2日
（水）までの消印で「特定記録郵便」のものに限りま
す。）◇提出方法＝持参または郵送　◇提出先＝中讃広
域行政事務組合総務課　◇提出書類＝①受験申込書②受
験番号票③返信用封筒④上半身写真　※①②の書類およ
び試験案内は

中讃広域行政事務組合総務課にあります。ホームページからダウン
ロードもできます。また、郵送にて指定用紙等を請求される場合は、
封筒の表に「職員採用試験申込書請求」と朱書きし、角２サイズの返
信用封筒（あて名を明記し、１４０円切手を貼付したもの）を同封し
てください。　◇試験場＝クリントピア丸亀（丸亀市土器町北一丁目
７２番地２）
◇その他＝詳細については、試験案内をご覧ください。

【問い合わせ先】

　http://www.chusan.or.jp

年　　　齢

　中讃広域行政事務組合総務課　☎58-5461
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◆ 国産と香川県産木材で工作教室

８月９日（日）
午前の部　９時～12時
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香川県満濃池森林公園　森林学習
展示館
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各10名（電話受付先着順）
８月１日～８月５日　
公園管理事務所　☎57-6520

◆ ガーデンセミナー
　 ①「家庭果樹の育て方」
　 ②「バラの夏剪定（実習）」

８月30日（日）
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（旧番の州プール西隣）
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①ご家庭にある各果樹の手入れ方
法について、楽しく学べます。
※申込時に知りたい果樹名をご記
入ください。
②秋バラを咲かせる為の剪定方法
や手入れ方法を実演・実習で学べ
る、バラ栽培初心者対象のセミ
ナーです。
各回終了後に園芸相談会も行います。
①②先着20名
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FAX又は郵便、Eメールにて（電話
申込みは不可）
住所・氏名・年齢・性別・電話番号・質
問事項を明記の上、下記宛先まで
〒762-0063　
坂出市番の州公園５番地
坂出緩衝緑地　管理事務所　
☎45-6820　FAX43-5213
E-mail　info@bannosu5.com

◆ 「司法書士の日」記念無料相談会

８月８日（土）10時～15時
丸亀市生涯学習センター講座室１
１）相続登記、遺産分割、遺言など
相続関係
２）贈与、売買、不動産の名義変更
など不動産登記全般
３）会社設立など会社法人登記全般
４）アパート賃貸トラブル、金銭トラ
ブルなどの身近な相談
5）成年後見関係
要予約（前日までに下記お問い合
わせ先へ）
県司法書士会　
☎087-821-5701

◆ 無料調停相談会

９月12日（土）10時～15時
善通寺市民会館　２階会議室
交通事故・多重債務・土地建物・離
婚・相続問題等
（予約不要）
善通寺調停協会　☎62-0315

◆ 自衛官採用試験

①自衛官候補生
　男子９月中旬頃　女子９月下旬頃
②一般曹候補生　
　１次試験９月18日～20日の内１日
18歳以上33歳未満の男女
９月10日（木）まで　志願票提出方式
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◆ 令和３年度（2021年度）
　 香川県立農業大学校学生募集

担い手養成科：野菜園芸、花き園
芸、果樹園芸、造園緑化、畜産の５

コース　計45名
①推薦入学試験
願書受付：９月24日（木）～10月７日
（水）（当日消印有効）
試験日時：10月15日（木）
②一般入学試験（前期）
願書受付：12月１日（火）～12月14
日（月）（当日消印有効）
試験日時：令和3年１月７日（木）
③一般入学試験（後期）
願書受付：令和３年２月２日（火）～２
月８日（月）（当日消印有効）
試験日時：令和３年２月16日（火）
香川県立農業大学校　教務課
☎75-1141

◆ シルバー会員の入会説明会

働く意欲のある元気な方、健康と
生きがいづくりをサポートします。
毎月の説明会をそれぞれの地区セ
ンターで行います。
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（琴平地区センター１階会議室）
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連絡ください。
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令和２年度中讃広域行政事務組合職員採用試験

平成3年４月２日以後に
に生まれた人

受験資格など職　　　種 採用予定人員

行政事務
（大学卒）

大学（短期大学・高等専門学校を除
く。）を卒業した人（令和３年３月まで
に卒業見込みの人を含む。）又は同等の
資格があると認める人
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◇受付期間＝7月20日（月）～８月１4日（金）・午前
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年　　　齢
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問  ヴィスポことひら　☎75-0010（火曜定休）

問  少年育成センター　☎75-0919
問  琴平町教育委員会　☎75-6716

ヴィスポことひら
★子ども夏休み短期教室参加者募集中！
　夏休み短期教室を開催いたします。スイミング、テニス、バドミント
ン、卓球、運動能力向上教室を実施いたします。詳しくはお問い合わ
せください。
★琴平町民無料開放
　琴平町民の皆様に感謝の気持ちを込めて、8月14日（金）から16
日（日）の3日間は琴平町民の方は無料で施設利用できます。
●受付にて琴平町民であることが確認できる書類（免許証等）を提
　示していただきます。
●中学生以下の方はプール・お風呂のみのご利用。小学生以下のお
　子様は保護者の同伴が必要です。

　７月３日に任命式があり、森井幹夫
（もりい　みきお）氏が教育委員に任
命（再任）されました。任期は令和６年
７月２日までの４年間です。

ACTことひら（町立ギャラリー）
8月の展示案内

地番671町平琴 ： 所場示展
9時～17時 ： 間時示展

☎73-2655　休館日：毎週水曜日

原爆と人間展
８月７日（金）～８月９日（日）

中田伸吾　紙こより画展
８月２０日（木）　～　８月２５日（火）

<実演・体験>
８月２２日(土)、２３日(日)　１３時～１５時
ご来場の皆様も紙こより画を体験できます。

～  委  嘱  式  ～地  域  お  こ  し  協  力  隊

　こんにちは！令和２年７月より琴平町の地域おこし協力隊に委嘱されました王迎歡
（ワンインファン）と申します。去年留学のために台湾から日本へ参りました。留学の
間に一度琴平に来て、琴平町の雰囲気が好きになりました。日本へ来る前、山と海
に囲まれた香川によく似ている自然の中に住んでいました。日本の文化にも憧れて、
琴平町の地域おこし協力隊に応募させていただきました。

　琴平と端芳の友情に基づき、台湾各地に琴平の魅力的
なポイントを宣伝したいと思います。今後、台湾と琴平が
もっと多くの交流や絆ができるように地域を盛り上げてい
きたいと思います。
　琴平で出会うたくさんの人との触れ合いや今後の発展を
楽しみにしています。皆さん、どうぞよろしくお願いいたし
ます。
　さて、次は何が起こるのだろう。楽しみにしています。

p.s.でもまだ日本語を勉強しているので、もし会ったら、
ゆっくり話していただけるとありがたいです。

王隊員からひとこと

町内小学校で、子どもたちの見守りをするお仕事です。子どもが好きな方、大歓迎です！
定　員 １名程度

謝　金 1,200円（１時間につき）
※詳細は町ホームページをご覧いただくか、琴平町教育委員会までお問い合わせください。

受付期限 ８月14日（金）まで　（平日８時３０分～１７時１５分）

年齢・資格 不問

教育委員に任命されました

　本年度の琴平町支部実行委員会は、令和２年６月２３日（火）琴平町総合センター２階大ホールにおい
て開催を予定しましたが、コロナウイルス感染防止のため役員会のみ開催いたしました。
　役員会では、篠原代表のあいさつの後、元年度の事業報告・決算報告・監査・２年度の事業計画(案)・
予算(案)・役員改選（案）について審議しました。なお、実行委員の方々には、関係資料を送付し「書面表
決」をお願いして、承認をしていただきました。本年度も「小さな親切作文コンクール」、「小さな親切実行
章」をはじめ、例年通りの内容で取り組んでまいります。
　なお、実行章の表彰は、例年実行委員会で実施しておりましたが、本年度は５月２２日（金）に町長室で
片岡町長より、実行者の尹 貞喜（ユン チョンヒ）様に賞状と記念品を授与しました。
　コロナウイルス感染防止のため大変な時期ですが、こんなときだからこそ「人を思いやり、笑顔を大切
にしたい」と思います。地域で「小さな親切」の輪を広め、心の通う温かな町づくりを目指しませんか。

令和2年度｢小さな親切｣運動

「小さな親切」運動琴平町支部実行委員の方々
篠原　好宏　　白川サヨ子　　橋塚　智敎
森本　卓也　　磯野　順二　　東條　恵三
森井　幹夫　　請川　誠之　　東　　省次
氏家　孝志　　菅原　順三　　苧坂　博文
長峰キヨノ　　吉田　親司　　牧山　正三
藤井　孝一　　矢野　公重　　為広　幸子
鉦谷　育代　　吉田　広美　　横関壽眞子
志賀　紀之　　北岡　　隆　　卓　　誠子
西尾　由加　　武田眞智子　　三井　恵子
平田　博美　　水原由佳子　　大西　正規
辻内　美紀　　髙木　有加　　堤　　祥子
山下　敏信　　姫路　啓三　　渡辺　信枝
新名　　勝　　佐川　博美　　松岡　伸治

(敬称略・順不同)

急募
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　コロナウイルス感染防止のため大変な時期ですが、こんなときだからこそ「人を思いやり、笑顔を大切
にしたい」と思います。地域で「小さな親切」の輪を広め、心の通う温かな町づくりを目指しませんか。

令和2年度｢小さな親切｣運動

「小さな親切」運動琴平町支部実行委員の方々
篠原　好宏　　白川サヨ子　　橋塚　智敎
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急募
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・みんなで遊ぼ ・お誕生会 ・ふれあい遊び

日 月 火 水 木 金 土

■児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている方へ

問児童扶養手当について　子ども・保健課　 ☎75-6705 特別児童扶養手当について　住民福祉課　 ☎75-6723

　

児童扶養手当

特別児童扶養手当

現況届について

提 出 期 限

問  子ども・保健課（子育て世代包括支援センター）　☎75ー 6719

父母の離婚などにより、ひとり親家庭の児童の養育者に対し、生活の安定と自立を
促進し児童の健やかな成長を支援するため、児童が18歳に到達後最初の３月31
日まで支給される手当です。

児童の健やかな成長を支援するため、20歳未満で身体や精神に中程度以上の障
害のある児童をご家庭で監護している父母などに対し支給される手当です。

受給者は、毎年８月中に、必要書類を添えて提出していただくことになっています。
提出がない場合、その年の８月以降の手当を受けることができません。

８月31日（月）（土・日・祝日除く）
※受給者の方には案内文書を送付します。

● ひまわり開所時間
毎週月～金曜日（祝日を除く）
9時～12時／14時～16時

● 園庭開放
「あおぞら」…毎週月～土曜日（祝日を除く）
 9時～16時

※園行事などで利用場所が限定
　される場合があります。

● 対象　0歳児～就学前児親子

● 育児相談
面接相談…毎週月～金曜日（祝日を除く）
 9時～16時
電話相談…TEL 75-3060（土日祝日を除く）
 10時～16時
訪問相談…電話で予約（土日祝日を除く）

※詳しくは、情報紙 月刊「ひまわり」をご覧ください。情報紙 月刊「ひまわり」置き場所（敬称略）…町役場・総合センター・琴平郵便局・やまもと耳鼻咽喉科

あかね保育園子育て支援センターひまわり
琴平町地域子育て支援拠点事業委託施設 Webからも予定がご覧いただけます。

サーバー回線の混雑によりつながりにくい場合もあります。その時は何度か試してみてください。

https://www.akane.or.jp/

ピヨピヨ広場
8月25日（火） 琴平町ふれあい交流館
乳幼児相談

乳児相談 10時～11時30分受付

内 容

対 象

身体計測・育児相談・離乳食相談・ブックスタート・
自由遊び・絵本読み聞かせ

令和2年5月生(3か月)・3月生(5か月)・
1歳未満の乳児

幼児相談 13時30分～15時受付

内 容
対 象

身体計測・栄養相談・育児相談・自由遊び・
1歳記念手形

１歳以上の幼児

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、来場者の体調
チェック、アルコール消毒などの対応をさせていただいて
います。体調や感染予防（マスク着用など）には十分配慮の
上、お越しください。

おねがいおねがい

8月20日（木） 四国こどもとおとなの医療センター

平成31年1・2月生

幼児健診

1歳6か月児健診　13時15分～13時45分受付

対 象

平成29年1・2月生

3歳児健診　13時45分～14時15分受付

対 象

内 容
対 象

言語聴覚士による聴こえやことばの相談・
歯科衛生士による歯科相談・
身体計測・幼児相談・栄養相談

平成30年1月～3月生

とっと相談
2歳半相談　 13時30分～15時30分受付

★ことばや発達が気になる・育児に悩みがあるときは…
ことばや発達の相談・支援、育児の悩み
や不安などの相談の場も設けています
ので、いつでもご相談ください。

新陳代謝が活発なため、汗や尿として排出される
水分が多く、脱水を起こしやすくなっています。30
分を目安に、こまめな水分補給を心がけましょう。

知っておきたい！子どもの子育て
マメ知識

もし何かが起きたとき、自分で危険を察知して逃げ
ることができません。例えエアコンをつけていても
「寝ているから」「少しの間だから」と車や部屋に残
すことは危険です。絶対にやめましょう。

暑さや体の不調をまだ自分で感じ、十分に伝えるこ
とができないため、服装や摂取するものによる暑さ
調整がうまくできません。汗や体温、顔色や泣き方
など子どもの様子を大人が気にかけましょう。

まわりの大人が気にかけよう
日差しが強いのは、10時～14時頃です。特に、子
どもの身長やベビーカーの高さは、地面の熱や照
り返しを強く受けます。この時間帯の外出は30分
以内にしましょう。

炎天下への長時間の外出は避けよう

子どもは自律神経の働きが未熟で、体温調節がう
まくできません。熱のこもらない素材や薄い色の服
を選んだり、頭だけでなく首元もカバーできる帽子
などを身に着けるようにしましょう。

熱や日差しから体を守ろう 新型コロナウイルス感染予防の
ためマスク着用が推奨されてい
ますが、屋外で2ｍ以上の距離
があるときははずし、熱中症に
注意しながら着用しましょう！

水分をこまめに摂ろう 子どもを1人にしない

問  子ども・保健課（子育て世代包括支援センター）　☎75ー 6719
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問子ども・保健課 ☎75-6705

高額な医療費がかかる方へ大切なお知らせ

 問県後期高齢者医療広域連合　☎087-811-1866　

限度額適用認定証等について

限度額認定証等には有効期限があります

７０歳以上７5歳未満の方

　

申請に必要なもの

香川県国民健康保険高齢受給者証の更新について

　入院・外来診療により高額な医療費がかかる場合、外来・入院とも同じ医療機関の窓口での支払いは「限度額適
用認定証」（住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」）を提示すれば、定められた限度額ま
でとなります。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代もあわせて減額されます。
　限度額は、所得区分に応じてそれぞれ異なります。医療機関の窓口で、その負担区分を明らかにするため「限度
額適用認定証」が必要になりますので、事前に申請をお願いします。
　なお、国民健康保険税の滞納がある場合は、国保税を完納して交付するようになります。

　後期高齢者医療制度の被保険者の方へ、令和２年８月と令和３年１月に「ジェネリック医薬品差額通知書」を送
付します。この通知書は、現在処方されている新薬（先発医薬品）からジェネリック医薬品（後発医薬品）に切り替
えた場合に、自己負担額の差額（薬代がどれくらい安くなるか）をお知らせするものです。

◆ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは？
　効き目や安全性が実証されているお薬と成分や効果が同じであることなどが、厚生労働省により厳しく審査
され、製造及び販売が承認されている、安価な医薬品のことです。

※後期高齢者医療制度に御加入の方の自己負担額軽減と後期高齢者医療財政の改善を目的に実施するもので、
　薬代の自己負担額が300円以上軽減できる方が対象です。

　現役並み所得者Ⅲ及び一般の方は、認定証の提示は必要ありません。

　現在お持ちの認定証は、７月３１日までの有効期限となっています。続けて必要となる方は改めて申請が必要です。
　なお、認定証は月が替わるとさかのぼっての発行はできませんので、お早めに申請の手続きを行ってください。

　７０歳～７４歳の方の「香川県国民健康保険高齢受給者証」は、７月３１日までの有効期限となっています。新しい
受給者証は、７月末までに郵送によりお届けしますので、８月以降、診療の際に必ず医療機関に提示してください。

●国民健康保険証　●印鑑　●運転免許証など本人確認ができるもの　●マイナンバーカード（個人番号カード）
またはマイナンバーのわかる書類　●７０歳未満で住民税非課税世帯の方または７０歳以上で低所得者Ⅱの方で過
去１２ヶ月に91日以上の入院がある場合は、入院日数を確認できる領収書等
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受
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。
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。
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受
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に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

但
し
、そ
の
場
合
で
も
、上
限
額
を
超
え

て
支
払
わ
れ
た
額
は
後
日
申
請
を
す
れ

ば
払
い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　・被
保
険
者
証

　・印
鑑

　・マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
個
人
番

号
が
確
認
で
き
る
も
の

　
・
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の
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人
ま
た
は
世
帯
員
が
令
和
２
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２
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・
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み ん な の 国 保

自己負担限度額（月額）（70歳未満の人の場合）
所得区分 ３回目まで ４回目以降

所得　901万円超 ア 252,600 円＋（医療費－ 842,000 円）×１％ 140,100 円
所得　600万円超 901万円以下 イ 167,400 円＋（医療費－ 558,000 円）×１％ 93,000 円
所得　210万円超 600万円以下 ウ 80,100 円＋（医療費－ 267,000 円）×１％ 44,400 円
所得　210万円以下 エ 57,600 円 44,400 円

住民税非課税世帯 オ 35,400 円 24,600 円
　※所得　総所得金額等－基礎控除（33万円）

自己負担限度額（月額）（70歳以上 75歳未満の人の場合）
所得区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

３回目まで ４回目以降
現役並みⅢ
所得者 課税所得 　690万円以上 252,600 円＋（医療費－ 842,000 円）×１％ 140,100 円

現役並みⅡ
所得者

課税所得 380万円以上 167,400 円＋（医療費－ 558,000 円）×１％ 93,000 円690万円未満
現役並みⅠ
所得者

課税所得 145万円以上 80,100 円＋（医療費－ 267,000 円）×１％ 44,400 円380万円未満
一般

（課税所得 145万円未満等）
18,000 円

（年間上限144,000円） 57,600 円 44,400 円

低所得者
（住民税非課税世帯）

Ⅱ 8,000 円 24,600 円
Ⅰ 15,000 円
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問子ども・保健課 ☎75-6705

高額な医療費がかかる方へ大切なお知らせ

 問県後期高齢者医療広域連合　☎087-811-1866　

限度額適用認定証等について

限度額認定証等には有効期限があります

７０歳以上７5歳未満の方

　

申請に必要なもの

香川県国民健康保険高齢受給者証の更新について

　入院・外来診療により高額な医療費がかかる場合、外来・入院とも同じ医療機関の窓口での支払いは「限度額適
用認定証」（住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」）を提示すれば、定められた限度額ま
でとなります。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代もあわせて減額されます。
　限度額は、所得区分に応じてそれぞれ異なります。医療機関の窓口で、その負担区分を明らかにするため「限度
額適用認定証」が必要になりますので、事前に申請をお願いします。
　なお、国民健康保険税の滞納がある場合は、国保税を完納して交付するようになります。

　後期高齢者医療制度の被保険者の方へ、令和２年８月と令和３年１月に「ジェネリック医薬品差額通知書」を送
付します。この通知書は、現在処方されている新薬（先発医薬品）からジェネリック医薬品（後発医薬品）に切り替
えた場合に、自己負担額の差額（薬代がどれくらい安くなるか）をお知らせするものです。

◆ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは？
　効き目や安全性が実証されているお薬と成分や効果が同じであることなどが、厚生労働省により厳しく審査
され、製造及び販売が承認されている、安価な医薬品のことです。

※後期高齢者医療制度に御加入の方の自己負担額軽減と後期高齢者医療財政の改善を目的に実施するもので、
　薬代の自己負担額が300円以上軽減できる方が対象です。

　現役並み所得者Ⅲ及び一般の方は、認定証の提示は必要ありません。

　現在お持ちの認定証は、７月３１日までの有効期限となっています。続けて必要となる方は改めて申請が必要です。
　なお、認定証は月が替わるとさかのぼっての発行はできませんので、お早めに申請の手続きを行ってください。

　７０歳～７４歳の方の「香川県国民健康保険高齢受給者証」は、７月３１日までの有効期限となっています。新しい
受給者証は、７月末までに郵送によりお届けしますので、８月以降、診療の際に必ず医療機関に提示してください。

●国民健康保険証　●印鑑　●運転免許証など本人確認ができるもの　●マイナンバーカード（個人番号カード）
またはマイナンバーのわかる書類　●７０歳未満で住民税非課税世帯の方または７０歳以上で低所得者Ⅱの方で過
去１２ヶ月に91日以上の入院がある場合は、入院日数を確認できる領収書等
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み ん な の 国 保

自己負担限度額（月額）（70歳未満の人の場合）
所得区分 ３回目まで ４回目以降

所得　901万円超 ア 252,600 円＋（医療費－ 842,000 円）×１％ 140,100 円
所得　600万円超 901万円以下 イ 167,400 円＋（医療費－ 558,000 円）×１％ 93,000 円
所得　210万円超 600万円以下 ウ 80,100 円＋（医療費－ 267,000 円）×１％ 44,400 円
所得　210万円以下 エ 57,600 円 44,400 円

住民税非課税世帯 オ 35,400 円 24,600 円
　※所得　総所得金額等－基礎控除（33万円）

自己負担限度額（月額）（70歳以上 75歳未満の人の場合）
所得区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

３回目まで ４回目以降
現役並みⅢ
所得者 課税所得 　690万円以上 252,600 円＋（医療費－ 842,000 円）×１％ 140,100 円
現役並みⅡ
所得者

課税所得 380万円以上 167,400 円＋（医療費－ 558,000 円）×１％ 93,000 円690万円未満
現役並みⅠ
所得者

課税所得 145万円以上 80,100 円＋（医療費－ 267,000 円）×１％ 44,400 円380万円未満
一般

（課税所得 145万円未満等）
18,000 円

（年間上限144,000円） 57,600 円 44,400 円

低所得者
（住民税非課税世帯）

Ⅱ 8,000 円 24,600 円
Ⅰ 15,000 円
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がん検診は、早期にがんを発見する唯一の方法です

問県健康福祉総務課　がん対策グループ　☎087-832-3261　子ども・保健課　☎75-6719

問子ども・保健課　☎75-6719 

琴平町内に住民票のある４０歳以上（子宮頸がんは２０歳以上）の女性のうち令和元年度
未受診者※今年度の無料クーポン対象者は昨年度受診していても受診可能です。

～受けよう、乳がん検診～
かがわマンモグラフィサンデー

　　働き盛りの世代の女性にがん検診を受診していただくため、乳がん月間である１０月の休日等に、かがわ
マンモグラフィサンデーを実施します。日頃多忙で、「平日の検診は難しい」という方は、この機会に是非乳
がん検診を受けましょう。今年度は、検診車で乳がん検診と子宮頸がん検診を一度に受診できます。

　がんは死因の第１位で死亡数は年々増え続けています。厚生労働省の推計によると、男性では２人に１人、
女性では３人に１人が、がんにかかる可能性があると言われています。しかし、がんは早期発見・早期治療で
治るようになってきました。

　今年度、がん検診を受けていない方は、今からでも受けられるがん検診
があります。がん検診を受ける場合は、お申し込みが必要です。申込希望
の場合は、子ども・保健課までご連絡ください。

対 象 者

受付時間内にお電話でお申込ください。
受付は先着順です。定員になり次第､締め切りますので、お早めのご予約をお勧めします。
受付開始は８／３(月)､検診実施日の１週間前まで受付します。（これ以降はご相談ください。）

申 込 方 法

※無料クーポン対象者は無料。当日、無料クーポン券を必ずお持ちください。
　無料クーポン券は5月に送付しています。
　紛失した場合は、再発行いたしますので子ども・保健課☎75-6719までご連絡ください。 

自己負担金

検査結果は郵送します。
検査結果が「要精密検査」の方は、必ず精密検査を受けましょう。

検 査 結 果

実施日 実施場所 実施時間 申込先

10月４日（日）

10月10日（土）

9：30～11：30
13：00～14：30
9：30～11：30
13：00～14：30

飯山総合保健福祉センター
【丸亀市】

宇多津町保健センター
【宇多津町】

（公財）香川県総合健診協会
ＴＥＬ 087-881-6309

※受付時間
　平日9時～17時

香川県がん征圧イメージキャラクター「ソウキくん」

検診種別
乳がん検診
子宮頸がん検診

69歳以下
800円
800円

70歳以上
400円
400円

今年度の無料クーポン対象者   
昭和54年4月2日～昭和55年4月1日生まれの方
平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれの方 

ステージ別５年相対生存率（％）

出典（公財）がん研究振興財団「がんの統計’19」
全国がんセンター協議会加盟施設における全がんの病期別5年相対生存率

早期がん 進行がん

がんは早期で見つかるほど生存率が高い。
早期で治療した方が医療費も安い。
がんを早期に発見するためには、定期的に
がん検診を受けることが重要！

健康相談のご案内

 

　町では、みなさまの健康づくりを応援するため、町内６か所で健康相談を行っていま
す。皆様のお越しをお待ちしております。

●屋内外に関わらず、３つの「密」を徹底的に避ける
●人と接するときは、症状がなくてもマスクを着用する

　新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の３つの基本である①身
体的距離の確保、他の人との間隔はできるだけ２m（最低1m）あける、
②マスクの着用、③手洗いや「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の
「新しい生活様式」が求められています。　

◎「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

こころの健康相談のご案内
その悩み、一人で抱え込んでいませんか？

健診結果は、いかがでしたか？

 

問 子ども・保健課　☎75-6719

　日々、さまざまなストレスに悩まされる中で、こころの不調は誰にでも起こりうるものです。琴平町では、こころの悩みを
持つ方や、そのご家族の相談の場として『こころの健康相談』を行っています。お気軽にご相談ください。
実施日

８月13日（木）

９月10日（木）

実施日
ゆうあいの家
（琴平警察署南側）
まんのう町
（かりん健康センター）

時間
１３：３０～１５：００
１０：００～１１：３０
１３：３０～１５：００

時間 内容
文化会館
榎井公民館
象郷農改センター

・血圧測定・尿検査・体脂肪率等測定
・健診結果の説明 (血液検査結果の見方など) 
　※ご自身の結果をお持ちください。

内容 精神科医による個別相談
対象 町内にお住まいの方でこころにお悩みを持つ方またはその家族

申込 子ども・保健課　☎75-6719

※予約制ですので希望者は実施日の１週間前までにお申し込み
　ください。　

実施日
８月7日（金）

8月19日（水）

新型コロナウイルス感染症

熱中症に気をつけましょう

を防ぐために

香川県新型コロナウイルス健康相談コールセンター
電話相談窓口

土曜日・日曜日・祝日を含む毎日２４時間
電話番号
相談日時

0570-087-550

引き続き、気をつけましょう

①暑さを避ける
　・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整する
　・換気扇や窓開放により換気をする
　・暑い日や時間帯は無理をしない
　・涼しい服装にする
②適宜マスクを外す
　・屋外で人と十分な距離(2m以上)を確保できる場合は
マスクを外す
　・マスクを着用しているときは、負荷のかかる作業や運動
を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で適宜マス
クを外して休憩を

③こまめに水分補給をする
　・のどが渇く前に水分補給をする
　・１日あたり1.2リットルを目安に
　・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに
④日頃から健康管理をする
　・日頃から体温測定、健康チェック
　・体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養
⑤暑さに備えた体力づくりをする
　・無理ない範囲で
　・水分補給を忘れずに
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がん検診は、早期にがんを発見する唯一の方法です

問県健康福祉総務課　がん対策グループ　☎087-832-3261　子ども・保健課　☎75-6719

問子ども・保健課　☎75-6719 

琴平町内に住民票のある４０歳以上（子宮頸がんは２０歳以上）の女性のうち令和元年度
未受診者※今年度の無料クーポン対象者は昨年度受診していても受診可能です。

～受けよう、乳がん検診～
かがわマンモグラフィサンデー

　　働き盛りの世代の女性にがん検診を受診していただくため、乳がん月間である１０月の休日等に、かがわ
マンモグラフィサンデーを実施します。日頃多忙で、「平日の検診は難しい」という方は、この機会に是非乳
がん検診を受けましょう。今年度は、検診車で乳がん検診と子宮頸がん検診を一度に受診できます。

　がんは死因の第１位で死亡数は年々増え続けています。厚生労働省の推計によると、男性では２人に１人、
女性では３人に１人が、がんにかかる可能性があると言われています。しかし、がんは早期発見・早期治療で
治るようになってきました。

　今年度、がん検診を受けていない方は、今からでも受けられるがん検診
があります。がん検診を受ける場合は、お申し込みが必要です。申込希望
の場合は、子ども・保健課までご連絡ください。

対 象 者

受付時間内にお電話でお申込ください。
受付は先着順です。定員になり次第､締め切りますので、お早めのご予約をお勧めします。
受付開始は８／３(月)､検診実施日の１週間前まで受付します。（これ以降はご相談ください。）

申 込 方 法

※無料クーポン対象者は無料。当日、無料クーポン券を必ずお持ちください。
　無料クーポン券は5月に送付しています。
　紛失した場合は、再発行いたしますので子ども・保健課☎75-6719までご連絡ください。 

自己負担金

検査結果は郵送します。
検査結果が「要精密検査」の方は、必ず精密検査を受けましょう。

検 査 結 果

実施日 実施場所 実施時間 申込先

10月４日（日）

10月10日（土）

9：30～11：30
13：00～14：30
9：30～11：30
13：00～14：30

飯山総合保健福祉センター
【丸亀市】

宇多津町保健センター
【宇多津町】

（公財）香川県総合健診協会
ＴＥＬ 087-881-6309

※受付時間
　平日9時～17時

香川県がん征圧イメージキャラクター「ソウキくん」

検診種別
乳がん検診
子宮頸がん検診

69歳以下
800円
800円

70歳以上
400円
400円

今年度の無料クーポン対象者   
昭和54年4月2日～昭和55年4月1日生まれの方
平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれの方 

ステージ別５年相対生存率（％）

出典（公財）がん研究振興財団「がんの統計’19」
全国がんセンター協議会加盟施設における全がんの病期別5年相対生存率

早期がん 進行がん

がんは早期で見つかるほど生存率が高い。
早期で治療した方が医療費も安い。
がんを早期に発見するためには、定期的に
がん検診を受けることが重要！

健康相談のご案内

 

　町では、みなさまの健康づくりを応援するため、町内６か所で健康相談を行っていま
す。皆様のお越しをお待ちしております。

●屋内外に関わらず、３つの「密」を徹底的に避ける
●人と接するときは、症状がなくてもマスクを着用する

　新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の３つの基本である①身
体的距離の確保、他の人との間隔はできるだけ２m（最低1m）あける、
②マスクの着用、③手洗いや「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の
「新しい生活様式」が求められています。　

◎「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

こころの健康相談のご案内
その悩み、一人で抱え込んでいませんか？

健診結果は、いかがでしたか？

 

問 子ども・保健課　☎75-6719

　日々、さまざまなストレスに悩まされる中で、こころの不調は誰にでも起こりうるものです。琴平町では、こころの悩みを
持つ方や、そのご家族の相談の場として『こころの健康相談』を行っています。お気軽にご相談ください。
実施日

８月13日（木）

９月10日（木）

実施日
ゆうあいの家
（琴平警察署南側）
まんのう町
（かりん健康センター）

時間
１３：３０～１５：００
１０：００～１１：３０
１３：３０～１５：００

時間 内容
文化会館
榎井公民館
象郷農改センター

・血圧測定・尿検査・体脂肪率等測定
・健診結果の説明 (血液検査結果の見方など) 
　※ご自身の結果をお持ちください。

内容 精神科医による個別相談
対象 町内にお住まいの方でこころにお悩みを持つ方またはその家族

申込 子ども・保健課　☎75-6719

※予約制ですので希望者は実施日の１週間前までにお申し込み
　ください。　

実施日
８月7日（金）

8月19日（水）

新型コロナウイルス感染症

熱中症に気をつけましょう

を防ぐために

香川県新型コロナウイルス健康相談コールセンター
電話相談窓口

土曜日・日曜日・祝日を含む毎日２４時間
電話番号
相談日時

0570-087-550

引き続き、気をつけましょう

①暑さを避ける
　・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整する
　・換気扇や窓開放により換気をする
　・暑い日や時間帯は無理をしない
　・涼しい服装にする
②適宜マスクを外す
　・屋外で人と十分な距離(2m以上)を確保できる場合は
マスクを外す
　・マスクを着用しているときは、負荷のかかる作業や運動
を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で適宜マス
クを外して休憩を

③こまめに水分補給をする
　・のどが渇く前に水分補給をする
　・１日あたり1.2リットルを目安に
　・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに
④日頃から健康管理をする
　・日頃から体温測定、健康チェック
　・体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養
⑤暑さに備えた体力づくりをする
　・無理ない範囲で
　・水分補給を忘れずに
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小児救急電話相談　　電話番号：♯8000  または  087-823-1588　毎日 19時 ～ 翌朝 8時
休日・夜間の急な子どもの病気について、小児科医師・看護師から症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスを受けられます。

8 月の休日当番医・当番薬局

73-3300
75-1600

73-2211　 まんのう町四条179
56-4312

琴平町榎井853-3
まんのう町買田233-11

56-4500
琴平町320-18

まんのう町四條179

琴平町榎井853-28
まんのう町買田221-3

79-3311
75-2700まんのう町東高篠1378-1

まんのう町吉野1572-1

75-2300

58-8015

まんのう町東高篠1377-1
79-2666まんのう町吉野1572-8
75-2877

日　付 ＴＥＬ病　院　名 ＴＥＬ薬　局　名 住　　所住　　所
NPすなはら薬局
花水木調剤薬局
わかば 調剤薬局
四 條 薬 局
NP吉野調剤薬局
な の は な 薬 局

休 日 当 番 な し
大浦内科消化器科医院
永 生 病 院
ふかだクリニック
大 山 内 科 医 院
いわさき循環器科内科クリニック

地域包括支援センターだより 自分のために、家族のために。健康長寿を目指そう！

日　時 8月11日（火）
13時30分～15時 

日　時 8月18日（火）
13時30分～15時30分 

場　所 総合センター 場　所 ゆうあいの家
対　象 65歳以上の町民 対　象 琴平町民、町内介護事業所職員

参加費 100円

※体験可・保険代のみ必要です

健康太極拳 琴平町おれんじカフェ 「わ」
認知症の方、支援している方…ほっとひと息つきながら、
おしゃべりしませんか？

変更することがありますので、当日の新聞や電話などでご確認ください。

開催日 9月3日（木）～
時　間 13時30分～15時30分
場　所 総合センター
対　象 65歳以上の町民（要介護認定を受けられていない方）
申込締切 8月20日（木）

※申込受付後、「問診を行う日程」の調整をします　※参加費無料、保険代のみ必要です

脳力向上！
頭の
げんき塾

　この教室は毎回異なる内容で楽しく笑いながら脳の活性化に取り組めます。
笑いは心も元気にします。頭のげんき塾に参加して、脳も心も若返らせましょう！ 

　健康に長生きするために・・・。これからど
んな生活を送ったらいいだろう・・・。そんな
思いはありませんか。
　今回、「健康に長生きする」ヒントとなる教
室を開催します。この教室は、頭の先から足
の裏まで元気になれる教室です。
　「自分はまだまだ元気」という方も、最近
「ちょっと足腰が弱ったな」「動くのがしんどい
な」という方も、すこぶる元気になれるよう、
参加してみませんか。

こんぴらすこぶる元気塾

（毎週木曜 全10回）
定員20名

月1回開催

呼吸を意識したストレッチとゆったりとした動きの太極
拳で心身のバランスを整えてみませんか。

定員になり次第、締め切らせ
ていただきます。まずは電話
での申込をお願いします。

・・・ ・・・・・

日　時 令和2年8月12日（水）～令和3年3月10日（水）
（9時30分～11時30分）

場　所 総合センター
対　象 65歳以上の町民

内　容 ゲーム、脳トレ学習、ストレッチ、指体操、
ミニ講義など

※まずは電話での申込をお願いします
※申込受付後、「問診を行う日程」の調整をします

こんにちは！こんぴら健康応援隊です
　こんぴら健康応援隊は、琴平町ストレッチマスター、琴平町筋トレマスターに認定さ
れた町民が、簡単にできるストレッチや筋トレなどの健康体操を町民の皆さんに実践
しながらお伝えし、みんなで元気に、健康長寿を目指して活動しているグループです。
　メンバーが町内各地に出向き、ストレッチや筋トレの方法をみなさんに伝授します！
ぜひ、お気軽にお声かけください！

こんぴら健康応援隊 出張申込方法
対 象 町民（5人以上の集まり）

申 込 方 法 希望日の2週間前までに子ども・保健課に連絡
※できるだけご希望に添えるようにしますが、調整させていただく場合もあります

こんぴら健康応援隊の活動は
2019年度の第８回「健康寿命をのばそう！AWARD」
厚生労働省老健局優良賞を受賞しました。

講 座 時 間 15～20分程度

 子ども・保健課 ☎75-6719問

 地域包括支援センター ☎75-6880問

8月 9日
8月 2日

8月16日
8月23日
8月30日

8月10日

夏野菜たっ
ぷりホット

ケーキ

ホットケーキミックス
粉チーズ
卵
牛乳
かぼちゃ
オクラ
枝豆
コーン
ちりめんじゃこ
サラダ油

３００ｇ
大さじ２
２個
２００ｃｃ
６０ｇ
２本
６０ｇ
３０ｇ
２０ｇ
適量

材料（４人分）

＜栄養価＞ （１人当たり）
　エネルギー　407ｋcal
　たんぱく質　16.1ｇ
　脂質　　　　  9.8ｇ

三ツ星三ツ星管理栄養士オススメ　　　　レシピ
❶かぼちゃは１ｃｍ角に、オクラ
は薄い輪切り、枝豆は湯がい
ておく。コーンは汁気をきっ
ておく。
❷ボウルに卵と牛乳を入れて
泡立て器で混ぜる。ヘラを
使ってホットケーキミックス、
粉チーズを加え、粉が残る程
度に軽く混ぜる。
❸❷に❶の材料とちりめんじゃ
こを加え、ヘラでさっくり混
ぜる。
❹フライパンに油をひいて熱
し、ホットケーキを焼く要領
で焼く。

★オクラには、整腸作用のあるペクチン、たんぱく質の消化吸収を助ける成分が含まれているので、夏野菜
をいっぱい食べて暑い夏に負けないようにしましょう！
★ホットケーキミックスに混ぜているので、野菜嫌いの子にもピッタリ！いろいろな野菜を入れて、夏休みに親
子でクッキングしてみませんか♪
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小児救急電話相談　　電話番号：♯8000  または  087-823-1588　毎日 19時 ～ 翌朝 8時
休日・夜間の急な子どもの病気について、小児科医師・看護師から症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスを受けられます。

8 月の休日当番医・当番薬局

73-3300
75-1600

73-2211　 まんのう町四条179
56-4312

琴平町榎井853-3
まんのう町買田233-11

56-4500
琴平町320-18

まんのう町四條179

琴平町榎井853-28
まんのう町買田221-3

79-3311
75-2700まんのう町東高篠1378-1

まんのう町吉野1572-1

75-2300

58-8015

まんのう町東高篠1377-1
79-2666まんのう町吉野1572-8
75-2877

日　付 ＴＥＬ病　院　名 ＴＥＬ薬　局　名 住　　所住　　所
NPすなはら薬局
花水木調剤薬局
わかば 調剤薬局
四 條 薬 局
NP吉野調剤薬局
な の は な 薬 局

休 日 当 番 な し
大浦内科消化器科医院
永 生 病 院
ふかだクリニック
大 山 内 科 医 院
いわさき循環器科内科クリニック

地域包括支援センターだより 自分のために、家族のために。健康長寿を目指そう！
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申込締切 8月20日（木）

※申込受付後、「問診を行う日程」の調整をします　※参加費無料、保険代のみ必要です

脳力向上！
頭の
げんき塾
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呼吸を意識したストレッチとゆったりとした動きの太極
拳で心身のバランスを整えてみませんか。

定員になり次第、締め切らせ
ていただきます。まずは電話
での申込をお願いします。

・・・ ・・・・・

日　時 令和2年8月12日（水）～令和3年3月10日（水）
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場　所 総合センター
対　象 65歳以上の町民
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※まずは電話での申込をお願いします
※申込受付後、「問診を行う日程」の調整をします
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※できるだけご希望に添えるようにしますが、調整させていただく場合もあります

こんぴら健康応援隊の活動は
2019年度の第８回「健康寿命をのばそう！AWARD」
厚生労働省老健局優良賞を受賞しました。

講 座 時 間 15～20分程度

 子ども・保健課 ☎75-6719問

 地域包括支援センター ☎75-6880問

8月 9日
8月 2日
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8月23日
8月30日

8月10日
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ぷりホット
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卵
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かぼちゃ
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ておく。コーンは汁気をきっ
ておく。
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ぜる。
❹フライパンに油をひいて熱
し、ホットケーキを焼く要領
で焼く。

★オクラには、整腸作用のあるペクチン、たんぱく質の消化吸収を助ける成分が含まれているので、夏野菜
をいっぱい食べて暑い夏に負けないようにしましょう！
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交通事故相談
10:00～15:00

総セ

法務相談
10:00～15:00 総セ

法務相談
10:00～15:00 総セ

脳力向上！頭のげんき塾
9:30～11:30 総セ

行政相談
10:00～15:00 総セ

いきいき健康教室
10:00～11:30 総セ

健康相談
10:00～11:30 榎公

健康相談
13:30～15:00 農改

健康相談
13:30～15:00 文化

ふれ交
とっと（2歳半）相談
13:30～15:30受付

ほっとひといき琴平
10:00～13:00 総セ

いきいき健康教室
10:00～11:30 ゆ家

いきいき健康教室
10:00～11:30 ゆ家

ほっとひといき琴平
10:00～13:00 総セ

ほっとひといき琴平
9:30～13:00 総セ

いきいき健康教室
10:00～11:30 総セ

ほっとひといき琴平
10:00～13:00 総セ

障がい者・児生活支援相談
9:00～12:00 総セ

　地域福祉ステーション

弁護士相談
13:00～15:30要予約

要予約

町政情報
カメラレポート
情報ひろば
地域活動情報ひろば
教育委員会だより
子育て情報
健康情報

私たち地域おこし協力隊！　町内の最新情報発信中！

2020

20
27
2

8
10
1

2
320

0
36

8August

8

親子のわんわん教室
9:30～11:30ふれ交

ふれ交

ふれ交

ピヨピヨ広場
乳児相談
10:00～11:30受付
幼児相談
13:30～15:00受付

こころの健康相談
14:00～ ゆ家要予約

6

6

１歳６か月児健診
13:15～13:45受付
３歳児健診
13:45～14:15受付

医セ

医セ

健康太極拳
13:30～15:00 総セ

おれんじカフェ「わ」
13:30～15:30 ゆ家

※
本
誌
は
、NTTタ

ウ
ン
ペ
ー
ジ（
株
）に
委
託
し
、町
内
全
世
帯
を
対
象
に
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
配
布
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎
0120-030-702（

月
～
金９時

～
17時

）ま
で
。

こんぴら朝市
9:00～12:00
（一之橋公園）

こんぴら朝市
9:00～12:00
（一之橋公園）

可燃ごみ臨時収集
あり（月・木曜日収
集地区のみ）

2020

8
August

特設人権相談
9:00～12:00 総セ

琴平町公式

 

ふ れ あ い 相 談

弁 護 士 相 談

少 年 相 談
行 政 相 談

法 務 相 談

地域福祉ステーション
（琴平町社会福祉協議会）
☎75-1371
地域福祉ステーション
（琴平町社会福祉協議会）
☎75-1371

13日（木）総合センター
20日（木）教養室
☎住民福祉課　75-6704

少年育成センター
☎75-0919
総合センター
☎住民福祉課　75-6704

総合センター
☎住民福祉課　75-6723

総合センター
☎企画防災課　75-6711

【前日までに要予約】 交 通 事 故 相 談

相談種別 日　　時 場所・問合せ先

【要予約】不定期開催

【要予約】

9時～17時

10時～15時 

障がい者・児生活支援相談
特 設 人 権 相 談 9時～12時

9時～12時 
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令和２ 6
8,511 3,929 4,582 3,715
（前月比-17人） （前月比－7人） （前月比-10人） （前月比-6世帯）

1

行事について：行事の色が　青→相談、オレンジ→福祉・保健関係、みどり→その他

山の日

8月18日（火） 13時～15時30分

8月12日（水） 10時～15時

月～金曜日（祝日以外） 
8月19日（水） 10時～15時

8月13日（木）・20日（木） 

8月20日（木）
8月27日（木） 

8月の町税等の納期
町 （ 県 ） 民 税
後期高齢者医療保険料

…2期
…2期

総セ 総合センター

ゆ家 ゆうあいの家

農改 象郷農改センター

ふれ交 ふれあい交流館
医セ 四国こどもとおとなの

医療センター

文化 文化会館 榎公 榎井公民館

町
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ

総合センター
☎人権同和室　75-6711


